
令和 7 年度 委 託 仕 様 書

委託業務の名称 ８－１水質調査等業務

業  務  場  所 上尾市公共下水道供用開始区域内

路 河 川 名 称

事  業  名

委 託 大 要

流域下水道接続箇所流入量及び水質調査　　１５検体

合流式下水道における雨天時水質調査　 　１検体

特定事業場等排出水水質調査　 　７９検体

上尾市



変 更 理 由

備 考

地 区 県南(北本県土整備) 労務費補正 1.00 機械経費（賃料）補正 1.00

単価適用年月 令和08年01月01日付 公共

自 至

当初
工 期 日数

変更 至

経費適用年月 公共委託 令和07年度

工種 水質検査業務

施工地域

当 初 金 額 変 更 金 額

委 託 価 格
設 計

消費税相当額

合 計

委 託 価 格

消費税相当額
請 負

合 計

請 負 増 減 額

週休２日区分

上尾市
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８－１水質調査等業務

業務委託料内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

地質調査業務02

  

  1    式

  直接調査費(地質調査業務)

  

1    式

    直接調査費(積上)

  

      1    式

Ａ   1 号 

      採水工（流域）

  

        1    式

Ａ   2 号 

      採水工（合流）

  

        1    式

Ａ   3 号 

      採水工（特定事業場）

  

        1    式

Ａ   4 号 

      分析工

  

        1    式

    直接経費

  

1    式

      特許使用料(積上分)

  

        1    式

        報告書作成費

  

          1    式

  直接調査費計

  

1    式

  間接調査費

  

1    式

    営繕費(積上分)

  

      1    式

      ワンボックスカー

        燃料等含む

        1    式

上尾市
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８－１水質調査等業務

業務委託料内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

    その他(積上分)

  

      1    式

      電磁流速計

  

        1    式

純調査費

  

1    式

  調査諸経費

  

1    式

調査業務価格

  

1    式

  消費税等相当額

  

1    式

合計

  

上尾市
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８－１水質調査等業務

第   1 号 Ａ代価 採水工（流域） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

技師（Ｃ）

  

  人

技師（Ｃ）

  労務補正(1.25)

  人

技師（Ｃ）

  労務補正(1.5)

  人

技術員

  

  人

技術員

  労務補正(1.25)

  人

技術員

  労務補正(1.5)

  人

交通誘導警備員Ｂ

  

  人

交通誘導警備員Ｂ

  労務補正(1.25)

  人

交通誘導警備員Ｂ

  労務補正(1.5)

  人

        計

  

  

上尾市
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８－１水質調査等業務

第   2 号 Ａ代価 採水工（合流） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

技師（Ｃ）

  

  人

技術員

  

  人

        計

  

  

上尾市
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８－１水質調査等業務

第   3 号 Ａ代価 採水工（特定事業場） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

技師（Ｃ）

  

  人

技術員

  

  人

        計

  

  

上尾市
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８－１水質調査等業務

第   4 号 Ａ代価 分析工 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

外観

  

  80    検体

水温

  

  80    検体

透視度

  

  1    検体

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素

  

  19    検体

水素イオン濃度（PH）

  

  59    検体

生物化学的酸素要求量（BOD)

  

  58    検体

化学的酸素要求量（COD)

  

  20    検体

浮遊物質量（SS)

  

  51    検体

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質含有量

  

  15    検体

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（Nヘキ）

  不揮発性鉱物油類

  37    検体

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（Nヘキ）

  不揮発性動植物油脂類

  26    検体

総窒素（N)

  

  40    検体

総リン（P)

  

  40    検体

沃素消費量（I)

  

  19    検体

上尾市
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８－１水質調査等業務

第   4 号 Ａ代価 分析工 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

カドミウム（Cd）

  

  27    検体

シアン化合物（CN)

  

  19    検体

有機リン

  

  15    検体

鉛及びその化合物（Pb）

  

  27    検体

六価クロム化合物（Cr（6+））

  

  23    検体

砒素及びその化合物（As）

  

  23    検体

総水銀化合物（T-Hg）

  

  19    検体

アルキン水銀化合物（A-Hg）

  

  19    検体

PCB

  

  15    検体

トリクロロエチレン

  

  4    検体

テトラクロロエチレン

  

  4    検体

ジクロロメタン

  

  8    検体

トリクロロエチレン他10項目

  

  15    検体

チウラム（チラム）

  

  15    検体

上尾市
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８－１水質調査等業務

第   4 号 Ａ代価 分析工 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

シマジン、チオベンカルブ

  

  15    検体

セレン

  

  15    検体

ホウ素（B)

  

  27    検体

弗素化合物（F)

  

  27    検体

1,4-ジオキサン

  

  15    検体

フェノール類

  

  35    検体

銅及びその化合物（Cu）

  

  31    検体

亜鉛及びその化合物（Zn）

  

  35    検体

溶解性鉄（S-Fe）

  

  39    検体

溶解性マンガン（Mn）

  

  23    検体

クロム含有量（Cr）

  

  31    検体

ダイオキシン類

  

  1    検体

        計

  

  

上尾市
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８－１水質調査等業務

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

＜地質調査業務＞

【工区名称：地質調査業務02】

　[工種] 地質調査業務

　[調査諸経費]

　　率指定 する

　　業務価格端数調整 千円止め

　[旅費交通費(調査)]

　　計上区分 計上しない

　[安全費]

　　率指定 しない

　　　　安全費区分 計上しない

　[電子成果品作成費]

　　計上区分 計上しない

　[施工管理費]

　　計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

上尾市
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流域下水道接続箇所流入量及び水質調査　

表１　流域接続人孔流入量・水質調査方法

検体Ｎｏ  備　 考

１ 鴨川 １ 号 鴨川第 １ 柏座ポンプ場内 左記記録計 ー

２ 鴨川 ２ 号 鴨川第 ２ ２ 番人孔内採水 電磁流速計 ＨＰφ７００

３ 鴨川 ３ 号 鴨川第 ３ ３ 番人孔内採水 電磁流速計 ＨＰφ４００

４ 鴨川 ４ 号 鴨川第４ ４ 番人孔内採水 電磁流速計 ＨＰφ３００

５ 鴨川 ５ 号 鴨川第 ５ ５ 番人孔内採水 電磁流速計 ＨＰφ７００

６ 鴨川 ６´ 号 鴨川第 ６ 本山ポンプ場内 左記記録計 ー

７ 芝川 １ 号 芝川第 １ 吉田下ポンプ場内 左記記録計 ー

８ 芝川 ２/１ 号 芝川第 ２/１ 芝 ２/１　人孔内採水 電磁流速計 ＨＰφ２５０

９ 芝川 ２/２ 号 芝川第 ２/２ 芝 ２/２　人孔内採水
2P合流後1P
電磁流速計

ＨＰφ２５０
ＨＰφ２５０

φ３００

１０ 芝川 ２/３ 号 芝川第 ２/３ 芝 ２/３　人孔内採水
3P合流後1P
電磁流速計

ＨＰφ２５０
ＶＵφ２５０
ＶＵφ３５０

φ３５０

芝川 ３/１ 号 芝川第 ３/１ 芝 ３/１　人孔内採水 電磁流速計 ＨＰφ２５０

芝川 ３/1´ 号 芝川第 ３/１ 五番町ポンプ場内 左記記録計 ー

１２ 芝川 ３/２ 号 芝川第 ３/２ 芝 ３/２　人孔内採水
4P合流後1P
電磁流速計

ＨＰφ２５０
ＨＰφ２５０
ＨＰφ２５０
ＨＰφ２５０

φ２５０

１３ 芝川 ３/３ 号 芝川第 ３/３ 芝 ３/３　人孔内採水 電磁流速計
ＨＰφ２５０
ＨＰφ２５０

φ２５０

芝川 ４ 号 芝川第 ４ 芝 ４　人孔内採水 左記記録計 ＨＰφ７００

芝川 ４´ 号 芝川第 ４ 尾山台ポンプ場内 左記記録計 ー

１５ 荒川 1 号 荒川第 １ 荒 １　人孔内採水 左記記録計 ＨＰφ９００ ダイオキシン

※鴨川第３処理分区の水質調査は末端人孔で実施し、末端人孔に流量計を入れられないため

　水量調査は手前の人孔内で実施すること。

※芝川３／１及び４処理分区の水質調査は末端人孔で採水ができないため、表記の二箇所から

※新型コロナウィルスの感染を防ぐため、採水人孔は協議の上で適宜変更してよい。

１１

１４

　採水し、混合した水を検体とすること。

箇　所　Ｎｏ 処理分区 採　水　方　法 水量調査方法 管　　径



検査項目及び検体数一覧

流域 合流 特定 合計
外観 - 1 79 80
水温 - 1 79 80
透視度 - 1 - 1
アンモニア性窒素、硝酸性窒素およ
び亜硝酸性窒素

15 - 4 19

水素イオン濃度（PH) 15 - 44 59
生物化学的酸素要求量（BOD) 15 1 42 58
化学的酸素消費量（COD) 15 1 4 20
浮遊物質量（SS) 15 - 36 51
n-ヘキサン抽出物質含有量 15 - - 15

不揮発性鉱物油類 - - 37 37
不揮発性動植物油脂類 - - 26 26

総窒素(N) 15 1 24 40
総リン(P) 15 1 24 40
沃素消費量（I） 15 - 4 19
カドミウム（Cd） 15 - 12 27
シアン化合物（CN)　 15 - 4 19
有機リン 15 - - 15
鉛及びその化合物（Pb) 15 - 12 27
六価クロム化合物（Cr(6+）） 15 - 8 23
砒素及びその化合物（As) 15 - 8 23
総水銀化合物（T-Hg) 15 - 4 19
アルキル水銀化合物（A-Hg) 15 - 4 19
PCB 15 - - 15
トリクロロエチレン（単） - - 4 4
テトラクロエチレン（単） - - 4 4
ジクロロメタン（単） - - 8 8
トリクロロエチレン他10 15 - - 15

チウラム(チラム) 15 - - 15
シマジン
チオベンカルブ

15 - - 15

セレン 15 - - 15
ホウ素（B） 15 - 12 27
弗素化合物（F） 15 - 12 27
1-4ジオキサン 15 - - 15
フェノール類 15 - 20 35
銅及びその化合物（Cu) 15 - 16 31
亜鉛及びその化合物（Zn) 15 - 20 35
溶解性鉄（S-Fe) 15 - 24 39
溶解性マンガン（Mn) 15 - 8 23
クロム含有量（Cr） 15 - 16 31
ダイオキシン類 1 - - 1

項目
検体数



番号 特定事業場 事業所名 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 水質項目
1 ○ ○ ○ ○ PH,SS,Pb,Cu,Zn,Cr,F,B,Cd,

2 ○ ○ ○ ○

PH,BOD,SS,S‐Fe,Zn,N,P,F,B,Cd,
Pb,Cr(6+),As,フェノール,N-ヘキ(鉱油),ジクロロメタ
ン,アンモニア性窒素、硝酸性窒素および亜硝酸性
窒素

3 ○ ○ ○ ○
PH,BOD,Cu,Zn,S‐Fe,Cr,フェノール,N‐ヘキ(動植物
油),

4 ○ ○ ○ ○
PH,BOD,Cu,Zn,S‐Fe,Cr,フェノール,N‐ヘキ(動植物
油),

5 ○ ○ ○ ○ PH,BOD,S-Fe,フェノール,N‐ヘキ(動植物油),
6 ○ PH,BOD,SS,N‐ヘキ(動植物油),N,P,
7 ○ ○ ○ PH,BOD,SS,N‐ヘキ(動植物油),N,P,
8 ○ ○ S‐Fe,Mn,SS,
9 ○ ○ S‐Fe,Mn,SS,
10 ○ ○ BOD,N‐ヘキ(動植物油),
11 ○ ○ ○ ○ (PH,BOD,SS,N,P,)
12 ○ ○ ○ ○ (PH,BOD,SS,N,P,)
13 ○ ○ ○ ○ PH,BOD,SS,N‐ヘキ(動植物油),N,P,
14 ○ ○ PH,BOD,SS,N‐ヘキ(動植物油),N,P,

15 ○ ○ ○ ○

PH,BOD,COD,SS,Cu,Zn,S‐Fe,
Mn,Cr,F,Cd,Pb,Cr(6+),As,T-Hg,A-Hg,Cn,I,B,フェ
ノール,
ジクロロメタン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレ
ン,N‐ヘキ（鉱油）,

16 ○ PH,BOD,SS,N‐ヘキ(動植物油),N,P,
17 ○ PH,BOD,SS,N‐ヘキ(動植物油),N,P,
18 ○ N‐ヘキ（鉱油）
19 ○ N‐ヘキ（鉱油）
20 ○ N‐ヘキ（鉱油）
21 ○ N‐ヘキ（鉱油）
22 ○ N‐ヘキ（鉱油）
23 ○ N‐ヘキ（鉱油）
24 ○ N‐ヘキ（鉱油）
25 ○ N‐ヘキ（鉱油）
26 ○ N‐ヘキ（鉱油）
27 ○ N‐ヘキ（鉱油）
28 ○ N‐ヘキ（鉱油）
29 ○ N‐ヘキ（鉱油）
30 ○ N‐ヘキ（鉱油）
31 ○ N‐ヘキ（鉱油）
32 ○ N‐ヘキ（鉱油）
33 ○ N‐ヘキ（鉱油）
34 ○ N‐ヘキ（鉱油）
35 ○ N‐ヘキ（鉱油）
36 ○ N‐ヘキ（鉱油）
37 ○ N‐ヘキ（鉱油）
38 ○ N‐ヘキ（鉱油）
39 ○ N‐ヘキ（鉱油）
40 ○ N‐ヘキ（鉱油）
41 ○ N‐ヘキ（鉱油）
42 ○ N‐ヘキ（鉱油）
43 ○ N‐ヘキ（鉱油）
44 ○ N‐ヘキ（鉱油）
45 ○ N‐ヘキ（鉱油）
46 ○ N‐ヘキ（鉱油）

事 業 所 数 21 20 18 20
合計

特定事業場の下水道水質調査　実施計画
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特 記 仕 様 書 

 

１ 業務名  ８－１ 水質調査等業務 

 

２ 業務場所 上尾市公共下水道供用開始区域内 

 

３ 業務概要  

（１）流域下水道接続箇所流入量及び水質調査業務 

埼玉県流域下水道接続等取扱要綱第１２条に基づく流域接続人孔における流入量及び水質調査。 

 

（２）合流式下水道における雨天時水質調査業務 

下水道法施行令第６条第２項の規定に基づく、合流下水道の雨天時放流水質に関する調査。 

 

（３）特定事業場等排出水水質調査業務 

埼玉県流域下水道接続等取扱要綱第１３条に基づく、上尾市内の特定事業等の下水水質調査。発

注者が発行する身分証を携帯した受注者が、発注者が指定した特定事業場等に立ち入って下水を

採取し、分析するもの。 

 

４ 業務内容 

（１）流域下水道接続箇所流入量及び水質調査業務 

①調査場所 

別添の調査箇所図及び表１のとおり。 

②調査対象 

 上尾市公共下水道から、流域下水道へ流入する下水の水質及び水量。 

③調査項目 

 別添の「検査項目及び検体数一覧」のとおり。 

④調査時期と回数 

雨の影響のない日に実施し、年１回とする。 

⑤採水方法 

採水は、業務開始日午前９時から翌日午前７時までとし、採水間隔は２時間間隔とする。ただし、

採水箇所間の距離・採水の難易に差があるため採水時刻の若干のずれは容認するものとする。 

 

（２）合流式下水道における雨天時水質調査業務 

①調査場所 

西宮下雨水幹線１箇所。 

別添の調査箇所地点図の雨水幹線最下流部（もしくは直近の人孔）で実施。 
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②調査対象 

別添の調査分区区域図の合流区域(９５．５ha)からの雨天時放流水。 

雨水の影響を考慮し、採水前の４時間は無降雨であることとする。ただし、雨水流量の影響が少

ないと考えられる少降雨（０．５ｍｍ以下）は無降雨として扱うことが出来るものとする。調査

対象とする降雨は、降雨量１０ｍｍ以上３０ｍｍ以下とする。（平日の８：３０から１７：１５

までの間に待機し採水が出来るような降雨）。 

③調査項目 

1)水質項目 

 ＢＯＤ、ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ、水温、外観、透視度 

2)流量（降水量） 

(a)放流水量 

放流水量は、越流開始時から調査終了時まで測定すること。 

ただし、計測機器の特性上、最高水位を超過し測定不能となった場合は別途協議する。 

(b)降水量については、近隣の消防署観測データを発注者より提供する。 

④調査時期と回数 

令和８年１０月末日までの降雨量１０ｍｍ以上３０ｍｍ以下の降雨のあるときに受注者で 

判断のうえ実施し、年１回とする。 

⑤採水方法 

・業務は、合流式下水道の雨天時放流水質基準についての水質検査マニュアル（平成１６年４

月国土交通省都市・地域整備局下水道部）等に準拠して行うものとする。 

・採水は降雨が発生した時点から０、５、１０、２０、４０、６０、９０分。９０分以降１時間

間隔で採水し、流量比混合したものを試料とする。 

・採水終了時間は降雨終了時まで（越流終了時）とする。（最もＢＯＤの濃度が濃いと思われる

水質と、薄くなる水質）。 

（３）特定事業場等排出水水質調査業務 

①調査場所 

    上尾市内の特定事業場のうち、発注者が指定した事業場。 

②調査対象 

 特定事業場の下水。 

③調査項目 

 別添の「検査項目及び検体数一覧」のとおり。 

④調査時期と回数 

年４回を予定しており、１回あたりの事業場数は約２０箇所前後。１回あたり１日で実施す

る。総採水箇所４６ヶ所（内訳：３２ヶ所が１回／年、４ヶ所が２回／年、１ヶ所が３回/年、

９ヶ所が４回/年） 

１回目：令和８年 ４月１日～令和８年 ６月３０日の間 

２回目：令和８年 ７月１日～令和８年 ９月３０日の間  

３回目：令和８年１０月１日～令和８年１２月２５日の間  
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４回目：令和９年 １月４日～令和９年 ３月３１日の間 

   ※ 別添の「特定事業場の下水道水質調査 実施計画」に各回の調査項目を記載。 

⑤採水方法 

・調査当日は、発注者が発行する身分証を携帯し受注者で行う。ただし、対象事業場への事前連

絡は発注者が行う。 

・事業場等からの下水の採取は、原則として公共桝、最終放流漕、または最終ますのいずれかで

採水するが、採水できない場合は別途指示する。なお、採水場所は原則として毎回同じ場所で

行う。 

 

５ 提出図書 

各調査の成果品及び提出部数は、次のとおりとする。 

（１）流域下水道接続箇所流入量及び水質調査業務 

①調書          ２部 

②写真帳         １部 

 

（２）合流式下水道における雨天時水質調査業務 

①調査報告書       ３部 

②写真帳         １部 

③調書          ２部 

 

（３）特定事業場等排出水水質調査業務 

調査１回毎に、以下の図書を提出すること。 

①調書          ２部 

②報告書         １部 

③計量証明書       １部 

④写真帳         １部 ※全景、近景、採取した検体等 

 

６ 完了報告 

  全ての調査完了の後に、完了届の提出をもって完了とする。 

 

７ 支払方法 

  受注者は、発注者から全ての調査業務の履行確認を受けた後、一括した支払請求書を発注者に提出す

ること。発注者は、受注者からの支払請求書に基づき、委託料を支払うものとする。 

 

８ 試験結果の速報及び報告 

  分析の結果、基準を超えた項目については、３日以内に電話、ＦＡＸ又はメールで速報する。 
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９ その他 

・採水作業者は、採水作業に熟知し、かつ水質分析経験を有するものとする。 

・水質の分析は、下水の水質の検定方法に関する省令に定められた方法によること。 

※ 定量下限値は排除基準値１／１０より精密な値とする。 

  ・水量の調査方法については、「埼玉県流域下水道接続等取扱要綱」によること。 

  ・特定事業場等排出水水質調査の回数は、分析結果等により追加となる場合がある。 

  ・市内において水質事故等が発生した場合、それに係る水質検査等の対応を追加で依頼することが

ある。その場合は速やかに対応すること。 

・特記仕様書に定めのない事項については、監督員と協議するものとする。 

 

１０ 各業務の注意事項 

（１）流域下水道接続箇所流入量及び水質調査業務  

①作業場の注意事項 

・採水時においては、労働安全衛生規則等関係諸法令を厳守し、班構成者の内少なくとも１名は

作業状況を把握し、事故防止に努めるとともに、工事用バリケード・点滅燈等を設置し、交通

事故防止に細心の注意を払わなければならない。 

②事故処理     

作業中における事故については、一切受注者の責任において処理するものとする。 

 

（２）合流式下水道における雨天時水質調査業務 

契約期間内に降雨量１０ｍｍ以上の降雨が望めない場合は、雨水貯留管に貯留された越流水を、

発注者が操作して排水することで、１０ｍｍ以上の降雨により越流したとみなし、その水を含む

放流水を採取する。 

 

（３）特定事業場等排出水水質調査業務 

業務執行に際し手洗い、うがい、マスク着用等の励行の徹底のほか、感染リスクが高い環境の回

避に努めること。 
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